
別紙第２

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する条例（昭和 年石川県条例第 号）、

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例（平成 年石川県条例第９号）及

び石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年石川県条例第

号）を改正することを勧告する。

Ⅰ 令和６年４月の民間給与との比較に基づく給与改定等のための関係条例の改正

１ 一般職の職員の給与に関する条例の改正

給料表

現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。

諸手当

ア 初任給調整手当について

ｱ 医療職給料表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限

度を 円とすること。

ｲ 医療職給料表（一）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学

又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限

度を 円とすること。

ｳ 獣医学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限

度を 円とすること。

イ 寒冷地手当について

ｱ 寒冷地手当の支給月額を職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とす

ること。

ｲ 寒冷地手当の支給にあたり、国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲

げる地域又は人事委員会規則で定める区域に居住するものに限る取扱いを廃止

すること。

期末手当及び勤勉手当について

ア 令和６年 月期の支給割合

ｱ ｲ 以外の職員

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員
扶養親族のある職員

その他の世帯主

である職員

円 円 円
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期末手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

月分）とし、勤勉手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、 月分）とすること。

ｲ 特定幹部職員

期末手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

月分）とし、勤勉手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、 月分）とすること。

イ 令和７年６月期以降の支給割合

ｱ ｲ 以外の職員

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ 月分）とし、６月及び 月に支

給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前再任用短時間勤務職

員にあっては、それぞれ 月分）とすること。

ｲ 特定幹部職員

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ 月分）とし、６月及び 月に

支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、それぞれ 月分）とすること。

２ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の改正

給料表

現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。

期末手当について

ア 令和６年 月期の支給割合

期末手当の支給割合を 月分とすること。

イ 令和７年６月期以降の支給割合

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分とすること。

（ただし、特定任期付職員については、Ⅱの２のとおりとすること。）

Ⅱ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）のための関係条

例の改正

１ 一般職の職員の給与に関する条例の改正

給料表

Ⅰの１の による改定後の給料表を別記第３のとおり改定すること。

新給料表への切替えは、別記第４の切替要領によること。

昇給制度

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以

外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委
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員会規則で定める職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例第４条第６項に規

定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、

昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に

従い決定するものとすること。

諸手当

ア 扶養手当について

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額（扶養親族たる子のう

ちに満 歳に達する日後の最初の４月１日から満 歳に達する日以後の最初の３月

日までの間にある子がいる場合にあっては、一般職の職員の給与に関する条例第

９条第４項の規定により加算される前の額）を１人につき 円とすること。

イ 地域手当について

ｱ 地域手当の支給割合を、次に掲げる級地の区分に応じ、それぞれ次に定める

割合とすること。

D １級地 分の

E ２級地 分の

F ３級地 分の

G ４級地 分の８

H ５級地 分の４

ｲ 一般職の職員の給与に関する条例第 条の４の規定による地域手当（石川県

の地域外の地域等に在勤していた場合を除く。）について、支給期間を異動等

の日から３年を経過するまでの間とし、異動等の日から２年を経過する日の翌

日から３年を経過する日までの期間の支給割合を異動等の前に在勤していた地

域等に係る地域手当の支給割合に 分の を乗じて得た割合とすること。

ウ 通勤手当について

ｱ １箇月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の

額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を 円とす

ること。

ｲ 新幹線鉄道等に係る通勤手当の要件のうち、対象とする新幹線鉄道等の利用

を、人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資する

ものであると認められるものに限る取扱いを廃止すること。

ｳ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居

からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担

することを常例とする職員であって任用の事情等を考慮して人事委員会規則で

定める職員に対し、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給すること。

エ 単身赴任手当について

新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、人事委員

会規則で定めるやむを得ない事情により配偶者と別居し単身で生活することを常況

とする職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤す
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ることが人事委員会規則で定める基準に照らして困難であるものに対し、単身赴任

手当を支給すること。

オ 管理職員特別勤務手当について

管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後 時から翌

日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給すること。

カ 定年前再任用短時間勤務職員の諸手当について

定年前再任用短時間勤務職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例第 条

の３及び第 条の４の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手

当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給すること。

２ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の改正

特定任期付職員の特別給については、次のとおりとすること。

勤勉手当を支給すること。

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分とすること。

６月及び 月に特定任期付職員に対して支給する勤勉手当の総額は、それぞれ、

任命権者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に 分の を乗じて得た額を超

えてはならないこと。

特定任期付職員業績手当を廃止すること。

３ 石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の改正

暫定再任用職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例第 条の３及び第 条の

４の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒

冷地手当を支給すること。

Ⅲ 改定の実施時期等

１ 改定の実施時期

この改定は、令和６年４月１日から実施すること。ただし、Ⅰの１の のイの ｲ 、

のイ、２の のイ、Ⅱ並びにⅢの２の 及び については令和７年４月１日か

ら実施すること。

２ 経過措置等

扶養手当の月額等の特例措置

ア 令和７年４月１日から令和８年３月 日までの間においては、行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以下であるもの及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定め

る職員には、配偶者に係る扶養手当を支給することとし、同手当の月額は 円

とすること。
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イ 令和７年４月１日から令和８年３月 日までの間においては、子に係る扶養手

当の月額（扶養親族たる子のうちに満 歳に達する日後の最初の４月１日から満

歳に達する日以後の最初の３月 日までの間にある子がいる場合にあっては、

一般職の職員の給与に関する条例第９条第４項の規定により加算される前の額）

を１人につき 円とすること。

地域手当の支給割合等の特例措置

令和 年３月 日までの間における地域手当の級地の区分及び支給割合につい

ては、人事委員会規則で定める級地の区分に応じて、 分の を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める割合とすること。

その他所要の措置

及び に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずること。
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別記第１

職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

１
２
３
４

５
６
７

３級 ４級

　　　行　　政　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ２級
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条、第25条の２及び附則第18項
　　に規定する職員を除く。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

　　　公　　安　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ３級 ４級２級

１
２
３
４

５

８

９

号 給

６
７
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察官に適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

９

１
２

３級

５
６
７
８

３
４

号 給

　教　育　職　給　料　表

１級 ２級 ４級 ５級

　  イ　　教　育　職　給　料　表（一）
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主
　　　幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるも
　　　のに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１

　  ロ　　教　育　職　給　料　表（二）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

２
３
４

５
６
７

号 給

８

９
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、小学校、中学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する
　　　校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規
　　　則で定めるものに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 36－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

５級１級 ２級 ３級 ４級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

　　　研　　究　　職　　給　　料　　表
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職
　　員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

　  イ　　医　療　職　給　料　表（一）

３
４

号 給

　医　療　職　給　料　表

１級 ２級 ３級 ４級

５
６
７
８

９

１
２

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

短時
間勤
務職
員以
外の
職員

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

２
３
４

５
６
７

１級 ２級

１

定年
前再
任用
短時

７級

　  ロ　　医　療　職　給　料　表（二）

３級 ４級 ５級 ６級
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定め
　　るものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 44－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

２級 ３級 ４級

　  ハ　　医　療　職　給　料　表（三）

５級 ６級 ７級１級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

－ 45－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 46－



－ 47－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定
　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 48－



別記第２

　　　　第　１　号　任　期　付　研　究　員　給　料　表

円

１

２

３

４

５

６

　　　　第　２　号　任　期　付　研　究　員　給　料　表

円

１

２

３

　　　　特　定　任　期　付　職　員　給　料　表

円

１

２

３

４

５

６

７

号　　　給 給　料　月　額

号　　　給 給　料　月　額

号　　　給 給　料　月　額

－ 49－



別記第３

職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

１
２
３
４

５
６
７

３級 ４級

　　　行　　政　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ２級

－ 50－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 51－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条、第25条の２及び附則第18項
　　に規定する職員を除く。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 52－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

　　　公　　安　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ３級 ４級２級

１
２
３
４

５

８

９

号 給

６
７

－ 53－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 54－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察官に適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 55－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

９

１
２

３級

５
６
７
８

３
４

号 給

　教　育　職　給　料　表

１級 ２級 ４級 ５級

　  イ　　教　育　職　給　料　表（一）

－ 56－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 57－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主
　　　幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるも
　　　のに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 58－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１

　  ロ　　教　育　職　給　料　表（二）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

２
３
４

５
６
７

号 給

８

９

－ 59－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 60－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、小学校、中学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する
　　　校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規
　　　則で定めるものに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 61－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

５級１級 ２級 ３級 ４級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

　　　研　　究　　職　　給　　料　　表

－ 62－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 63－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職
　　員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 64－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

　  イ　　医　療　職　給　料　表（一）

３
４

号 給

　医　療　職　給　料　表

１級 ２級 ３級 ４級

５
６
７
８

２

９

１

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 65－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 66－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

８

９

号 給

６
７

２級

１
２
３
４

５

定年
前再
任用
短時
間勤
務職

７級

　  ロ　　医　療　職　給　料　表（二）

３級 ４級 ５級 ６級１級

－ 67－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 68－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定め
　　るものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 69－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

２級 ３級 ４級

　  ハ　　医　療　職　給　料　表（三）

５級 ６級 ７級１級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

－ 70－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 71－



－ 72－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定
　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 73－



別記第４ 切替要領

令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き在職する職員で

あって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの

切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が

属していた職務の級及び受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて別表に

定める号給とする。

－ 74－



行政職給料表の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ ２

７ ３ １ ２

８ ４ １ ２

９ ５ １ ２

６ １ ２

７ １ ３

８ ２ ３

９ ２ ３

２ ３

２ ４

３ ４

３ ４

３ ４

３ ５

３ ５

３ ５

４ ５

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ７

４ ７

５

５

５

５

別表　号給の切替表

旧号給
新　　　号　　　給

－ 75－



－ 76－



－ 77－



公安職給料表の適用を受ける職員

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ ２

９ ２

２

２

３

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４

４

４

４

５

５

５

５

旧号給
新　　　号　　　給

－ 78－



－ 79－



－ 80－



教育職給料表㈠の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

旧号給
新　　　号　　　給

－ 81－



－ 82－



－ 83－



教育職給料表㈡の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ ２ １

３ ３ １

４ ４ １

５ ５ １

６ ６ ２

７ ７ ３

８ ８ ４

９ ９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給

－ 84－



－ 85－



－ 86－



研究職給料表の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ １ １

７ １ １

８ １ １

９ １ １

２ １

３ １

４ １

５ ２

６ ２

７ ２

８ ２

９ ３

３

３

３

４

４

４

４

５

５

５

５

６

６

６

６

７

７

７

７

８

８

８

８

８

９

旧号給
新　　　号　　　給

－ 87－



９

９

９

９

９

－ 88－



医療職給料表㈠の適用を受ける職員

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

３

３

４

４

４

４

４

旧号給
新　　　号　　　給

－ 89－



５

５

５

５

５

６

６

６

６

６

７

７

７

７

８

－ 90－



医療職給料表㈡の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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医療職給料表㈢の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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